
環境トピ
ックス

問
５　
栃
木
県
議
会
議
員
に
立
候
補
で
き
る
の
は
何
歳
か
ら
？　
①
18
歳　
②
20
歳　
③
25
歳

し
も
つ
け
ク
イ
ズ

■問い合わせ先■　環境課　☎（32）8898

環境トピッ
クス

不用品リサイクル情報
　市では、不用品リサイクルの
情報を提供しています。
〈譲りたい〉　ソプラノリコーダー、
魚のエサ、男児冬用コート、トー
マス手押し車、ホットカーペット、
男子用柔道着、アマチュア無線
一式、ベビーベッド、折り畳み自
転車、自転車、テレビ、学習机
〈譲ってほしい〉　電子ピアノ、
キーボード（楽器）、ジューサー
ミキサー、麻雀卓、万能ネット、
子供用スキー板、南河内第二中
学 校 制 服、 ピ ア ノ 用 い す、
VHSビデオデッキ、原付スクー
ター、タイマー付扇風機、テレ
ビ、テレビ録画機器、ソファー、
自転車、高齢者用シルバーカー

残置物を適正処理しましょう
　「残置物」とは、建築物の解体・
リフォーム工事の際に残された
不用な家具や家電等のことです。
残置物は工事の前に建築物の所
有者や占有者が、廃棄物処理法
に則って処分しなければなりま
せん。
　家庭から出る残置物は一般廃
棄物となりますので、市の一般
廃棄物処理業の許可を受けた事
業者へ収集・運搬・処分を依頼
する必要があります。
　事業所から出る残置物は、種
類等により一般廃棄物または産
業廃棄物となります。それぞれ
許可を得ている事業者に処理を
委託してください。

ごみステーションに搬出す
る前にはもう一度確認を！
　最近、家庭のごみと一緒に
誤って必要な物も捨ててしまっ
たというお問い合わせが多く寄
せられております。
　ごみステーション回収後の廃
棄物は、その日の内に各処理施
設に搬入されます。そのため、
誤って出された物も、同様に処
分されてしまいます。
　一度ごみステーションに出さ
れた物は取り戻すことができま
せん。ごみを出す際は必要な物
が混ざっていないか改めてご確
認のうえ、搬出してください。

４月１日より新しいごみ処理施設（リサイクルセンター）が稼働します
　現在、下坪山に建設中のごみ処理施設が４月１日㈪より稼働します。
■受入品目　不燃ごみ、粗大ごみ（不
燃系・一部可燃系）、びん、缶、ペッ
トボトル、紙類、布類、家庭用小型家
電、有害ごみ（乾電池、蛍光管）
■搬入受付
　平日、第２・４土曜日
　午前８時30分～11時30分
　午後１時～４時30分
※日曜・祝祭日を除きます。
※年末年始等、時期により搬入受付を
しない、または変更する場合があります。
■問い合わせ先
　リサイクルセンター　下坪山1632
　☎（39）8844（４月１日より）
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